
【質問票】

評価対象施策D「地域で支え合う仕組みづくり」

質 問 回 答

1

老人クラブの入会まではどのような手順となっている

か。

高齢者福祉大会及び市役所窓口を中心に周知をおこな

っている。希望者は、市役所高齢障がい課へ連絡すること

により、担当者へつながる。

老人クラブ担い手の高齢化等については、事務負担の軽

減を目的とした事務支援事業や事務スペースの確保といっ

た支援を実施している。

２

コミュニティソーシャルワーカーの活動はどのようになっ

ているか。

令和３年度相談対応実数 964 回について、相談者

131人となっている。

対応数が多い内容としては、ひきこもり、精神障がい、不

登校等となっている。

特にひきこもり支援については信頼関係の構築など時間

を要するため、１人当たりの対応回数が多くなる傾向があ

る。

３

民生委員の役割として他機関との連携はどのよう

になっているか。

市内 54 地区に 46 人の民生委員がおり、生活保護、

老人福祉、障がい、母子関係等の問題を抱えている人の

把握、相談、市道、助言その他の援助を実施し、市民と行

政を結ぶパイプ役として相談内容に応じ、市役所、児童相

談所、子ども家庭支援センター、医療機関、社会福祉協

議会等へつないでいる。

担当者については、市ホームページでの公開とともに、75

歳以上の単身世帯及び 75歳のみ世帯に対して年１回ポ

スティング活動を実施している。
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